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(介護予防)通所リハビリテーション重要事項説明書 
 
 

１ 重要事項説明書の主旨 

  医療法人社団鵬友会が開設する介護老人保健施設 阿久和鳳荘（以下「当施設」という。）が実施する(介護予防)通所

リハビリテーションサービスの適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定めます。 

 

 

２ 施設の目的及び運営方針 

（１）目的 

当施設は、医学的管理・看護の下での介護や機能訓練、その他必要な医療と日常生活上のお世話などの介護保健施設

サービスを提供することで、ご利用者（以下「利用者」という。）の能力に応じた日常生活を営むことができ、１日

でも早くご家庭での生活に戻ることができるように支援します。 

（２）運営方針 

当施設は、病状が安定期にある方の医療・看護・介護・リハビリテーション・日常生活サービス等を行い、家庭復帰

を支援し、利用者の立場に立ったケアを提供します。 

 

 

３ 法人及び施設の概要 

（１）法人の概要 

① 名   称 ： 医療法人社団 鵬友会 

② 所 在 地 ： 神奈川県横浜市泉区新橋町1784番地 

③ 代 表 者 ： 理事長 池島 秀明 

④ 電 話 番 号 ： ０４５‐８１２‐２２８８ 

⑤ ＦＡＸ番号 ： ０４５‐８１２‐９７９４ 

（２）施設の概要 

① 名   称 ： 介護老人保健施設 阿久和鳳荘 

② 所 在 地 ： 神奈川県横浜市泉区新橋町1783番地 

③ 開設年月日 ： 平成 6年 5月 16日 

④ 代 表 者 ： 施設長 池島 秀明 

⑤ 電 話 番 号 ： ０４５‐８１２‐８８８１ 

⑥ ＦＡＸ番号 ： ０４５‐８１２‐７５１８ 

⑦ 介護保険指定番号 ： １４５３６８０００６ 

 

 

４ 利用定員 

(介護予防)通所リハビリテーションの利用定員は、13名と定められています。 

 

 

５ 従業者の勤務体制 

（１）1週間の所定労働時間は40時間以内とし、1日の就業時間は8時間（うち休憩45分）とします。 

（２）従業者の勤務する始業及び終業時間は次のとおりです。但し、業務の都合その他やむを得ない事情によりこれを

繰り上げ又は繰り下げることがあります。 

   日勤業務 始業：午前 9時 00分 

        終業：午後 5時 00分 

 夜勤業務 始業：午後4時 30分 

        終業：午前 9時 30分 
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６ 従業者の職種、員数 

 (介護予防)通所リハビリテーションの従事者の職種及び員数は次のとおりとなり、必置職については法令の定めると

おりです。 

 

職員の職種 人数 常勤(人) 非常勤(人) 常勤換算

人数 

職 務 の 内 容 
（詳細は第６条） 専従 兼務 専従 兼務 

施設長（医師）  1   1    0.5 運営管理・診察・医療業務 

医師  1    1  0.2 診察・医療業務 

介護職員  4   4       4.0 介護・生活援助業務 

理学療法士  1   1    0.2 リハビリ業務全般 

作業療法士  2   2    0.4 〃 

 

 

７ 従業者の職務内容 

 ６に定める当施設職員の職務内容は、次のとおりとします。 

１ 施設長(医師)…施設を管理運営、職員全体の指導監督、利用者の健康管理、診察業務 

２ 介護職員･･･送迎介助、日常生活介助、利用者の(介護予防)通所リハビリテーション計画に基づく介護 

３ 理学療法士・作業療法士･･･医師の指示に基づく機能訓練（集団・個別・クラブ活動）、家族への生活指導・訪問指

導等 

 

 

８ 通常の事業の実施地域 

 通常の事業の実施地域を次のとおりとします。 

 横浜市泉区、瀬谷区、旭区、戸塚区の一部（当施設から往復１時間程度の範囲内） 

 

 

９ 営業日、営業時間及び提供時間 

 営業日及び営業時間を次のとおりとします。 

（１）営業日･･･毎週月曜日から土曜日までの6日間。祝祭日・年末年始(12 月 29日から1月 3日)は除く。 

（２）営業時間･･･営業日の午前 9時から午後5時まで。 

（３）提供時間･･･午前 9時 50分から午後4時まで。 

 

 

１０ (介護予防)通所リハビリテーションサービス 

 当施設で提供するサービスは次のとおりとします。 

（１）(介護予防)通所リハビリテーションサービス計画の立案 

当施設でのサービスは、身体機能の維持及び向上を目指し、利用者にかかわるあらゆる職種の職員の協議によって

作成される(介護予防)通所リハビリテーション計画に基づいて提供いたします。 

（２）医学的管理・看護・介護 

利用者の病状及び心身の状況に照らして行う適切な医療及び医学的管理の下における看護・介護並びに日常生活上

のケアを行います。 

（３）機能訓練 

理学療法士・作業療法士により利用者の状況に適した機能訓練を行い、身体機能の低下を防止する。原則として機

能訓練室にて行います。 

（４）食事 

管理栄養士確認による献立表により、栄養と利用者の身体状況に合わせた食事を提供します。 

 昼食 １２：００～ 
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（５）入浴 

(介護予防)通所リハビリテーション利用日に入浴又は清拭を行います。歩行困難な利用者にはリフトを使用した入

浴、寝たきり等で座位の保てない利用者には特殊浴槽を使用した機械浴にて対応します。 

（６）排泄 

利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行うと共に、排泄の自立についても適切な援助を行います。 

（７）レクリエーション・クラブ活動等 

（８）行事（年間・月間・期間） 

（９）理美容（月１回実施） 

（10）相談及び援助 

利用者又は家族等からの介護サービスに関わる諸々の相談に対応します。 

 

 

１１ 利用者負担の額 

  利用者負担の額を以下のとおりとします。 

（１）保険給付の自己負担額（(介護予防)通所リハビリテーション費及び加算）は、別に定める利用料金表のとおりと

なります。 

（２）利用料として、食費・おやつ代・日用品費・教養娯楽費・行事費・その他の費用等の利用料は、別に定める利用

料金表のとおりとなります。 

 

 

１２ 身体拘束 

 当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、原則として利用者に対し身体拘束は行わない。但し利用者または他の

利用者の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高く、身体拘束その他の行動制限を行う以外に代用しうる

看護・介護方法がない場合、また、身体拘束その他の行動制限が一時的である場合、身体拘束を行う事があります。そ

の場合、家族に説明し同意を得ることとします。 

 また身体拘束を行った際には、医師が診療録にその様態等を記載します。 

 

 

１３ 褥瘡対策等 

 当施設は、利用者に対し良質なサービスを提供する取り組みのひとつとして、褥瘡が発生しないような適切な介護に

努めるとともに、褥瘡対策指針を定め、その発生を防止するための体制を整備します。 

 

 

１４ 施設の利用に当たっての留意事項 

  当施設の利用に当たっての留意事項を以下のとおりとします。 

・喫煙について、全館禁煙とします。 

・火気の取扱いについて、ライター・マッチ等は持ち込み禁止とします。 

・設備・備品の利用は、本来の用法に従って利用すること。これに反した利用による破損等の際、利用者に弁償義

務が生じる場合があります。 

・所持品・備品等の持ち込みについて、管理は利用者の責務とします。 

・金銭・貴重品の管理について、多額の金銭や高額な貴金属は持ち込み禁止とする。その他は原則として利用者管

理とし、施設での管理は行いません。 

・宗教活動及び政治活動は禁止です。 

・ペットの持ち込み及び飼育は禁止です。 

・他利用者への迷惑行為は禁止です。 

・差し入れについて、食べ物・飲み物何れも原則として禁止です。 

２ サービス利用の際には、次のものを施設に提示して頂きます。 
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 介護保険被保険者証、健康保険証、後期高齢受給者証、医療受給者証、健康手帳 

３ この重要事項説明書は、説明と同意の確認のために 2通作成し、利用者と事業者が各々署名押印して1通ずつ保有

します。利用期間中はいつでも確認できるところでの保管をお願いいたします。 

 

 

１５ 非常災害対策 

（１）消防法施行規則第３条に規定する消防計画及び風水害､地震等の災害に対処する計画に基づき､また､消防法第８

条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行います｡ 

（２）防火管理者には、事業所管理者とは別に定めます。 

（３）火元責任者には、事業所職員を充てます。 

（４）非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼する。点検の際は、防火管理者が立ち会います。 

（５）非常災害設備は、常に有効に保持するよう努めます。 

（６）火災の発生や地震が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成し、任務を遂行します。 

（７）防火管理者は、施設職員に対して防火教育、消防訓練を実施します。 

①  防火教育及び基本訓練（消火・通報・避難）……年 2回以上（うち1回は夜間を想定した訓練を行う） 

② 利用者を含めた総合避難訓練………………………年 1回以上 

③ 非常災害用設備の使用方法の徹底…………………随時 

（８）その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとります。 

 

 

１６ 事故発生時の対応 

 (介護予防)通所リハビリテーションサービスの提供にあたって、事故が発生した場合は、速やかに併設病院への受診等の

必要な措置を講じ、保証人等のご家族へ連絡をします。また必要に応じ、その他の医療機関等への受診を行う場合もありま

す。 

 事故についての検証は『事故発生の防止のための検討委員会』が行い、経過・原因究明・今後の対策を検討し、必要

に応じ防止に向けた対応を行います。 

 

 

１７ 協力医療機関 

 当施設は、下記医療機関の協力のもとで施設運営を行います。 

併設病院 

名 称：湘南泉病院 

住 所：横浜市泉区新橋町１７８４番地 

電 話：０４５‐８１２‐２２８８ 

診 療 科：内科・外科・整形外科・消化器科・循環器科・神経内科・リハビリテーション科 

入院設備：病床数 １５６床 

歯  科 

名 称 ： 石川歯科医院 

住 所 ： 横浜市戸塚区川上町３６７－１ 

電 話 ： ０４５‐８２１‐２４４１ 
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１８ 苦情・相談体制 

 利用者及びその家族は、当施設が提供する(介護予防)通所リハビリテーションサービスに対する苦情・相談を下記窓

口に申し出ることが出来ます。また施設窓口としては、その他に備え付けの管理者宛文書を所定の場所に設置する「ご

意見箱」に投函して申し出ることも出来ます。 

 

介護保健施設サービスに関する苦情相談窓口 

施設相談窓口 

窓口責任者 ： 支援相談員 

利 用 時 間 ： ９:００ ～ １７:００ 

利 用 方 法 ： ・面談（当施設相談室） 

・ご意見箱への投函 

・電話 ０４５‐８１２‐８８８１ 

市町村窓口 

名 称 ： 横浜市 健康福祉局 高齢施設課 

住 所 ： 〒231-0017  横浜市中区港町1-1 

電 話 ： ０４５‐６７１‐３６６１ 

ＦＡＸ ： ０４５‐６４１‐６４０８ 

名 称 ： 泉区高齢障害支援課  

住 所 ： 〒245-0016  横浜市泉区和泉町4636-2 

電 話 ： ０４５‐８００‐２４３６ 

ＦＡＸ ： ０４５‐８００‐２５１３ 

国保連窓口 

名 称 ： 神奈川県国民健康保険団体連合会 介護保険相談課 

住 所 ： 〒220-0003  横浜市西区楠町27－1 

電 話 ： ０５７０‐０２２１１０ 

 

 

 

１９ 職員の服務規律 

  職員は関係法令及び諸規則を守り、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念します。服務に当たっては、協力し

て施設の秩序を維持し、常に次の事項に留意します。 

① 利用者に対しては、人格を尊重し親切丁寧を旨とし、責任をもって接遇すること。 

② 常に健康に留意し、明朗な態度を失ってはならない。 

③ お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心掛けること。 

 

 

２０ 職員の研修 

 施設職員の資質向上のために、その研修の機会を確保します。 

 またひと月に１回、施設内研修の場を設け職員全体の共通認識を深めることに努力します。 

 

 

２１ 職員の勤務条件 

 職員の就業に関する事項は、別に定める《介護老人保健施設 阿久和鳳荘》の就業規則によります。 

 

 

２２ 職員の健康管理 

 職員は、この施設が行う年１回の健康診断を受診します。 

ただし、夜勤勤務に従事する者は、年２回の健康診断を受診します。 

 

 

２３ 衛生管理 
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（１）利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に務め、又は衛生上必要

な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行います。 

（２）感染症が発生し又はまん延しないように、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を定め、必要

な措置を講ずるための体制を整備します。 

（３） 栄養士、調理師等厨房勤務者は、毎月１回、検便を行います。 

（４） 定期的に鼠族、昆虫の駆除を行います。 

 

 

２４ 個人情報の取扱 

（１）施設職員に対して、施設職員である期間および施設職員でなくなった後においても、正当な理由が無く、その業

務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らすことがないよう指導教育を適時行うほか、施設職員等が本規定に

反した場合は、違約金を求めるものとします。 

（２）第１項の規定に関わらず、当法人及び当施設で定める範囲内で、個人情報を使用する場合がある。但しその場合

は、事前に利用者又はその家族に使用目的を説明し同意を得ることとします。 

（３）当法人及び当施設における「個人情報保護方針」、「介護・診療情報の提供および個人情報の保護の関するお知ら

せ」、「個人情報の使用目的」は施設内に掲示します。 

 

 

２５ その他運営に関する重要事項 

（１）地震等非常災害その他やむを得ない事情の有る場合を除き、入所定員及び居室の定員を超えて利用させません。 

（２）運営規程の概要、施設職員の勤務体制、協力病院、利用者負担の額及び苦情処理の対応等については、施設内に

掲示します。 

 

 

 

付 則 

この運営規程は、平成16年 9月 1日よりこれを施行する。 

この改定運営規程は、平成17年 4月 1日よりこれを施行する。 

この改定運営規程は、平成17年 10月 1日よりこれを施行する。 

この改定運営規程は、平成18年 4月 1日よりこれを施行する。 

この改定運営規程は、平成19年 4月 1日よりこれを施行する。 

この改定運営規程は、平成21年 4月 1日よりこれを施行する。 

この改定運営規程は、平成22年 4月 1日よりこれを施行する。 

この改定運営規程は、平成24年 4月 1日よりこれを施行する。 

この改定運営規程は、平成25年 4月 1日よりこれを施行する。 

この改定運営規程は、平成26年 4月 1日よりこれを施行する。 

この改定運営規程は、平成28年 10月 1日よりこれを施行する。 

この改定運営規程は、平成29年 1月 1日よりこれを施行する。 

この改定運営規程は、平成29年 4月 1日よりこれを施行する。 

この改定運営規程は、平成29年 4月 1日よりこれを施行する。 
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  当事業者は、重要事項説明書に基づいて、(介護予防)通所リハビリテーションサービス内容及び重要事項を説

明しました。 

 

 

 

  平成   年   月   日 

  

 

    事業者乙         住 所      横浜市泉区新橋町１７８４番地 

  

                 事業者（法人）名   医療法人社団 鵬友会 

                 事業所名     介護老人保健施設 阿久和鳳荘 

             （事業所番号）     １４５３６８０００６ 

                 代表者名          池島 秀明   印 

  

    説明者          職 名         

                 氏 名                   印 

  

 

  

 

私は、重要事項説明書に基づいて、(介護予防)通所リハビリテーションサービス内容及び重要事項の説明を受

けました。 

 

 

 

平成    年   月   日 

  

 

    利用者甲         住 所 

  

                 氏 名                   印 

  

 

    保証人１         住 所 

  

                 氏 名                   印 

  

                             （続柄       ） 

 

                 電 話     （      ）        

 

 

    保証人２         住 所 

  

                 氏 名                   印 

  

                             （続柄       ） 

 

                 電 話     （      ）        


